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第３．条文の構造 

１ 総説 

  法律の構造は条件と結果から成り立っている 

  ex．ＡさんがＢさんにお金を渡した上で，返す約束をした 

    →消費貸借契約が成立し，ＡはＢに対して貸金返還請求権を有する 

  ex．甲は乙をナイフで刺し殺した 

    →甲に殺人罪が成立し，５年以上の懲役，無期懲役，死刑に処される 

    

２ 要件・効果 

 ⑴ 要件（法律要件） 

条件のこと→どうすれば，法律の適用を受けるかが書いてある 

 ⑵ 効果（法律効果） 

   結果のこと→法律要件を満たした場合に，どのような結果が発生するかが書いてある 

    ↓そうすると 

   法律家の仕事は，生の事実から「要件」に当たる事実を抽出すること（あてはめ） 

   ※事実の存在を調査することも法律家の重要な仕事になる 

    ↓ 

   この作業を法的三段論法と呼ぶことがある 

 

大前提 要件Ａ（他人の財物を窃取すること）→効果Ｂ（10 年以下の懲役又は 50 万円以

下の罰金）（窃盗罪・刑法 235 条） 

小前提 事実Ｃ（甲が乙の自転車を盗む）→要件Ａに該当（あてはめ） 

結論  事実Ｃ（甲が乙の自転車を盗む）→効果Ｂ（10 年以下の懲役又は 50 万円以下の

罰金） 

 

   cf．通常の三段論法 

大前提 全ての人間は死すべきものである。（Ａ→Ｂ） 

小前提 ソクラテスは人間である。（Ｃ→Ａ） 

結論 ゆえにソクラテスは死すべきものである。（Ｃ→Ｂ） 
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３ 解釈 

 ⑴ 解釈とは 

事例：Ａが 100 万円相当の宝石を持っていたところ，Ｂが「それは呪われている」とＡ

を騙して 10 万円でその宝石を買い取った。その後，ＢはＣにその宝石を 100 万円で

売ったが，騙されたことに気づいたＡはＣに宝石を返せと言い出した 

 

民法 96 条  詐欺又は強迫による意思表示は，取り消すことができる。  

２  （略） 

３  前２項の規定による詐欺による意思表示の取消しは，善意の第三者に対抗することができ

ない。  

 

  ア 民法 96 条１項の要件効果 

要件を抜き出してみると…… 

    ①「詐欺」＝「Ｂが『それは呪われている』とＡを騙している」 

    ②「詐欺による意思表示」＝「その結果Ａは 10 万円でＢに宝石を売っている」 

     ↓効果 

    取り消すことができる（民法 96 条１項） 

＝ＡはＢとの売買契約を取り消すことができる 

 

  イ 民法 96 条３項の要件効果 

  要件 

  ①「前２項の規定による詐欺による意思表示の取消し」＝Ａによる取消しの意思表示 

  ②「善意の第三者」＝？？？ 

   ↓効果 

  「対抗することができない」＝？？？ 

   ↓ 

  解釈＝条文の意味がわかりにくい部分をわかりやすくすること！（ちなみに，そもそも

条文がない場合もある） 

 

  ※「善意の第三者」≒ＡＢ以外の者で詐欺の事実について知らない者のこと 

   「対抗することができない」≒主張することができない 

   


